
○ 操縦者は、当該小型無人機等の飛行を行う際、警察署

から交付された当該通報書の写しを携帯してください。

○ 小型無人機等の飛行を行う際には、対象施設に対する

危険を未然に防止することを目的とした警察官、施設管

理者等の指示に従ってください。

○ 通報内容に変更が生じた場合、別途新たな通報をする

ことが必要となります。

○ 通報した内容のとおり小型無人機等の飛行を行ってく

ださい。

○ 法の規定を遵守してください。

（法の規定に違反した場合には罰則が科される可能性が

あります）

○ 飛行の開始及び終了の際には、通報書を提出した警察

署まで連絡してください。

小型無人機等の飛行について通報された方へ

遵 守 事 項 等


